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令和６年 第９回 東神楽町農業委員会総会議事録 
 
１．日時 令和６年１１月２９日（金） １４時５０分 から １６時２０分 
２．開催場所 東神楽町役場新庁舎３階委員会室 A 
３．出席委員 １１名   
 会長 １２番 島田 謹介 
 会長職務代理 １番 伴野 善清 
   ２番 安藤 有一 
   ３番 蒔田 義仁 
   ４番 

 ５番 
野々瀬 浩司 
栗本 豊美 

   ６番 
 ７番 

伴野 竜太 
北山 秀雄 

   ９番 
１０番  

伊藤 伸也 
西村 俊彦 

  １１番 藤田 尚広 
    
    
４．議事日程    

第１  会議録署名委員の指名について  
 第２ 報告第１号 農業委員会の概況報告について  
 第３ 報告第２号 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について 
 第４ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 
 第５ 議案第２号 農地法第５条の規定に基づく許可申請及び意見の聴取について 
 第６ 議案第３号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

の決定について 
 第７ 議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による要請について 
 第８ 議案第５号 あっせん委員の指名について 
 第９ 議案第６号 東神楽町農業振興地域整備計画の変更について 
 第１０ その他  
     
５．農業委員会事務局職員 
 事務局長 

係長 
熊谷 俊輔 
宮原 健太 

 主任 武田 翔太 
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開会 
事務局長  只今の出席委員は１１名であります。定足数に達しておりますので、令和６年東神楽町農業委

員会第９回総会を開会いたします。東神楽町農業委員会憲章を朗誦します。ご起立願います。今

日は３番目になります。私に続いて朗誦願います。ひとつ、農業委員会は、花と緑の我が郷土に、

夢と希望のもてる生産性の高い農業の育成に努めます。ご着席下さい。それでは会長からご挨拶

をいただきます。 
 
あいさつ 
会長 はい。皆さんこんにちは。東神楽町農業委員会第９回通算７４７回総会にあたりまして、ひと

言ご挨拶申し上げます。本日は、根雪になろうかと思うほどの足元の悪い中、参加出席いただき

ありがとうございます。今年に入り、衆議院の選挙がありまして、私が驚いているのは９月・１

０月・１１月と、月毎に農林水産大臣が異なるということで大丈夫かと思ったりしています。最

近の農業新聞にも載っていましたが、２０２７年、令和９年から水活の見直しをということで、

財務省から飼料米について交付金対象から外そうという話しも出ていて、全体的な見直しを財務

が農水へ迫ってくるのではないかと、色々な場面で心配しております。各担当農業委員も苦労さ

れていることと思いますが、協力し合いながら進めていければと思います。総会ですが、案件も

多くありますが、１つ１つ慎重審議よろしくお願いいたします。簡単ではありますが、挨拶とさ

せていただきます。 
 
会議録署名委員の指名について 
会長 それでは議事に入ります。日程第１会議録署名委員の指名について、３番蒔田委員、４番野々

瀬委員、よろしくお願いいたします。 
 
【報告】農業委員会の概況報告について 
会長 続きまして日程第２報告第１号、農業委員会の概況報告について事務局よりお願いします。 
宮原係長  はい。令和６年１０月３０日以降における農業委員会の概況について報告いたします。１１月

８日、あっせん委員会が行われまして、島田会長、伴野代理、伊藤農地部長、野々瀬委員、栗本

委員、西村委員、前田委員、伴野竜太委員に出席いただいております。皆さん、お忙しい中、ま

た長時間に渡りありがとうございました。以上です。 
会長  はい。ありがとうございました。 

 
【報告】農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について 
会長  日程第３報告第２号農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について、

事務局より説明お願いいたします。 
宮原係長 はい。今回は２件あがってきております。資料は３・４ページになります。前年度より変更点も

なく、報告書類により、農地法第２条第３項及び４項の条件を満たしていることを報告させていた

だきます。以上です。 
会長 ありがとうございました。 
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【議案】農地法第１８条第６項の規定による通知について 
会長  日程第４議案第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より説明いたしま

す。まず１１番、事務局よりお願いします。 
武田主任  はい。それでは農地法第１８条第６項の規定による通知について説明いたします。今回３件ござ

います。番号１１番。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか２筆。総面積１６，５１３㎡。

貸主〇〇さん。借主〇〇さん。解約成立日、１１月１日。土地の引渡日、１１月２８日となってお

ります。合意解約となっておりまして、解約の事由は、売買のため、解約したいということとなっ

ております。当初契約期間、平成３０年３月３０日から令和１０年１月３１日までの強化法の解約

となっております。こちら売買に関しまして、買主は同じ〇〇さんなのですが、〇〇さんが借主で

あったということで、買主は父親である〇〇さん、人格が異なるということで１度解約いたします。 
会長  続きまして、番号１２。 
武田主任 番号１２番です。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積５，６２２㎡。貸主〇〇さん。

借主〇〇さん。解約成立日、１１月１日。土地の引渡日、１１月２８日となっております。合意解

約となっておりまして、解約の事由は、売買のため、解約したいということとなっております。当

初契約期間、令和４年３月２８日から令和１３年１１月３０日までの強化法の解約となっておりま

す。こちらの解約については、買主が変わるためのものとなります。以上です。 
伴野代理   続きまして、会議規則１５条の規定によりまして、〇〇、〇〇の退席を求めます。番号１３番。 
武田主任 １３番です。所在〇〇。地番〇〇-〇〇の内〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積２，７１８㎡。

貸主〇〇さん。借主〇〇。解約成立日、１１月１日。土地の引渡日、１１月３０日となっておりま

す。合意解約となっておりまして、解約の事由は、賃借契約の整理のため、解約したいということ

となっております。当初契約期間、令和５年１１月１日から令和８年１１月３０日までの強化法の

解約です。こちらについては、賃貸面積の変更等に伴い解約いたします。以上です。 
伴野代理  農地法第１８条第１項に係る許可を要しないことが確認できたため、適法な解約と致します。 

 
【議案】農地法第５条の規定に基づく許可申請及び意見の聴取について 
会長  続きまして、日程第５議案第２号、農地法第５条の規定に基づく許可申請及び意見の聴取につい

て事務局より説明願います。 
武田主任  はい。農地法第５条の規定に基づく許可申請及び意見の聴取についてご説明いたします。番号１

番です。別添資料もご覧ください。土地の所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「畑」。面積が１，２

２９㎡。民有地となっております。転用の目的と転用の計画内容ですが、駐車場等への転用という

ことになっております。内容は駐車場４１４㎡、雪捨て場１４６．８５㎡、通路６６８．１５㎡と

いうことになっております。こちら農振農用地区域内の農用地でありますが、除外予定となってお

り、都市計画区域内の市街化調整区域となっております。土地の所有者は〇〇さん、転用者は〇〇

です。〇〇さんの敷地が手狭になったことにより、今回やむを得ず、店の向かいの農地を転用する

ものです。審査の内容につきましては、別添資料をご覧ください。農地区分は〇〇より３００ｍ以

内の市街化が見込まれる農地であるため３種農地として判定できます。したがって原則許可といっ

た案件となります。別添の土地利用計画図により必要最低限の転用であることも確認できるかと思
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います。この場では、農地区分及び一般基準並びに許可の可否を審議し、今日の総会後に、北海道

農業会議にて行われます常設審議会に意見聴取をします。そこで今回の転用が許可相当となった場

合に限って、会長専決にて決定し許可書を交付することとなります。以上です。 
会長  はい。ありがとうございました。北海道農業会議常設審議委員会に意見聴取し、意見が許可相当

と一致した場合に限り、会長専決により許可決定します。 
 
【議案】旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について 
会長  続きまして、日程第６議案第３号旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について、所有権移転及び利用権設定の新規案件は１件ごとに審議し、継続案

件については、変更点のみ説明します。事務局より説明お願いいたします。 
武田主任  はい。今回、所有権移転が１１件、利用権設定の新規案件が４件、継続案件が１３件となってい

ます。４３番。所有権移転を受ける者、北海道農業公社。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。

地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか２筆。総面積が４４，８３０㎡。売買となっております。所有

権移転日は本日。対価の支払い期限は令和７年１月１０日までとなっております。売買価格１６、

６９６，０００円。反当価格４００，０００円となっております。こちら農地売買等事業に係る買

入の案件となっております。以上です。 
会長 担当、伴野代理。 
伴野代理 ただいま事務局から説明のあったとおりでありますけど、この農地〇〇区で長年農家をやってお

られましたが、〇〇さんが今年亡くなられまして、娘さんの〇〇さんが所有者となられたのですが、

今回国営事業の設計が入ることもあり、これを機に農地を売買したいとの申し出があった訳ですが、

協議の結果、現耕作者である〇〇さんが妥当であると話しを進めていたところ、公社案件となった

ものであります。問題なかろうと思いますが慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 ありがとうございます。この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして４４番。 
武田主任  ４４番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者、北海道農業公社。所在〇〇。地

番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積が４３，０１９㎡。売買となっております。所有権

移転日、本日。対価の支払い期限が令和７年３月３１日までとなっております。売買価格について

は、１８，６００，０００円。反当価格は４５０，０００円となっております。こちら農地売買等事

業に係る早期売渡の案件となっております。前所有者は〇〇さんです。当初売渡予定は、来年９月

とのことでしたが、金銭面・準備金等の兼ね合いから、今回早期売渡となっています。 
会長 ありがとうございます。担当、安藤委員。 
安藤委員 ただいま事務局の説明があったとおりでございます。〇〇さんにおかれましては、まだまだ意欲

的に取り組まれ何ら問題ないかと思います。慎重審議よろしくお願いします。 
会長 ありがとうございます。この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして４５番。 
武田主任  ４５番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が２０，７０９㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の
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支払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格８，５３０，０００円。反当

価格は田が７枚あるうちの宅地脇の転作田が３５０，０００円。ほか６枚が４５０，０００円とな

っております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、野々瀬委員。 
野々瀬委員 ただいま事務局の説明のとおりでございます。〇〇さんにおかれましては、昨年に〇〇さんの〇

〇さまが亡くなられまして、所有者が〇〇さんとなりました。今回のあっせんについては、隣りに

お住いの〇〇さん、現耕作者である〇〇さんに快く引き受けていただいた案件となります。こちら

中央８区まで〇〇さんが耕作をされていまして、入り口にもなるため是非欲しいとの話しもありま

した。また、施設園芸・水稲経営をされており、経営にも何ら問題ないと思います。慎重審議よろ

しくお願いいたします。 
会長 ありがとうございます。この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして４６番。 
武田主任 ４６番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」ほか４筆。総面積が１２，４１４㎡。売買となっております。所有権移転日、本

日。対価の支払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格４，９５０，００

０円。反当価格４５０，０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、栗本委員。 
栗本委員 ただいま事務局から説明のありましたとおりであります。昨年、〇〇さんからお話しがありまし

て、賃貸をしていた〇〇さんに売買をとの話しを進めており、前向きに検討してもらっていたので

すが、今年、〇〇さんが脳梗塞になられ買えないことになり、あっせん相手として同じ行政区で隣

接地を耕作されている〇〇さんにお話しをしたところ、購入の意思があるということであっせん候

補者にあげさせていただきました。〇〇さんにおかれましては、皆さんも承知のとおり後継者もお

り立派に経営されていますので問題はないかと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 
会長 ありがとうございます。この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして４７番。 
武田主任 ４７番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」ほか２筆。総面積が１６，５１３㎡。売買となっております。所有権移転日、本

日。対価の支払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格１，９９５，００

０円。反当価格は、地番図の１０-７３が１５０，０００円。ほか２筆１８０，０００円となってお

ります。以上です。 
会長 ありがとうございました。担当、伊藤委員。 
伊藤委員 ただいま事務局から説明のあったとおりなのですが、この〇〇まわりに来年から国営緊急農地再

編整備事業が入るため、それに伴った売買が行われます。〇〇さんからあっせん申出がありまして、

賃貸されていた〇〇さんにお話しをしたところ快く引き受けていただきました。ここの場所ですが、

〇〇号線のところが１８０，０００円。その右手が１５０，０００円となります。慎重審議のほど

よろしくお願いいたします。 
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会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして４８番。 
武田主任 ４８番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が４，７１２㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の支

払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格５００，０００円。反当価格は

１５０，０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、伊藤委員。 
伊藤委員 こちらも来年の工事が始まる前に売買をしたい旨、〇〇さんからあっせん申出がありました。こ

ちらの農地ですが、これまで〇〇さんご本人の名前で作業委託をかけていました。先ほど〇〇さん

の農地の下で、その下も〇〇さんが耕作されていることから、〇〇さんどうですかということで話

しがまとまりました。先ほど〇〇さんの１５０，０００円とさせていただいた農地の隣接地である

ことから、反当価格を１５０，０００円と設定させていただきました。慎重審議のほどよろしくお

願いいたします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして４９番。 
武田主任 ４９番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が１１，２８１㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の

支払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格２，１４３，０００円。反当

価格は２２０，０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、伊藤委員。 
伊藤委員 こちらも来年の工事が始まる前に売買をしたいと申出のあった案件です。〇〇さんにつきまして

は、ご自身で作られていたのですが、国営の設計を考慮したうえ〇〇さんへとなったものです。反

当価格ですが、条件の良いところで最高２５０，０００円といったところではあるのですが、２０

０，０００円から２５０，０００円を高台の平場で設定しており、間を取って２２０，０００円に

落ち着きました。慎重審議のほどよろしくお願いいたします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして５０番。 
武田主任 ５０番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が７，６２９㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の支

払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格１，３７１，０００円。反当価

格は２２０，０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございました。担当、伊藤委員。 
伊藤委員 こちらも国営工事前のあっせんということであがってきました。〇〇さんにおかれましては、今

年まで水稲をされていましたが、この通作部分のみあっせんということで、隣接地を作られている

〇〇さんにお願いしたところ快く引受けていただきました。先ほどの農地に隣接するところである

ため単価も２２０，０００円と決めさせていただきました。慎重審議のほどよろしくお願いいたし
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ます。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして５１番。 
武田主任 ５１番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が１１，７６６㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の

支払い期限、令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格２，１２７，０００円。反当

価格は２２０，０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、伊藤委員。 
伊藤委員 こちらも国営工事前のあっせんということで、〇〇さんが賃貸をされていましたので、お聞きし

たところ快く引き受けていただきました。先ほど３件と隣接する場所で、反当２２０，０００円と

設定させていただきました。慎重審議のほどよろしくお願いいたします。 
会長 ありがとうございます。担当者からの説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見

等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして５２番。 
武田主任 ５２番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が５，６２２㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の支

払い期限が令和６年１２月３１日までとなっております。売買価格１，１７０，０００円。反当価

格は２２０，０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、伊藤委員。 
伊藤委員 最後になります。こちらも国営工事前のあっせんであります。こちら〇〇さんの農地ですが、〇

〇さんが借りていたのですが、工事後、現在〇〇さんが耕作されている農地と一緒になることから、

この一部だけあっせんとなりました。こちら先ほどの場所から少し離れたところになりますが、２

２０，０００円ということで決めさせていただきました。〇〇さんにおかれましては、〇〇で１番、

水稲を作っていただいていて、国営工事が入り作付けできないところも出てきて、まだまだ広げた

いと意欲もあります。何ら問題ないと思います。慎重審議のほどよろしくお願いいたします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして５３番。 
武田主任 ５３番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「畑」。面積が６，６６８㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の支

払い期限、１２月３１日までとなっております。売買価格６６７，０００円。反当価格は１００，

０００円となっております。以上です。 
会長 ありがとうございます。担当、伴野竜太委員。 
伴野委員 ただいま事務局から説明のあったとおりであります。〇〇さん所有農地に隣接する〇〇さん名義

の農地になり、これまで〇〇さんが賃貸されていましたが、今回売買となったものになります。尚、

〇〇さんにおかれましては、後継者もおられないということで、今後は農地規模を縮小されていき、

〇〇も手放していくことになると聞いております。農地の価格についてですが、畑ということで反
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当１００，０００円とさせていただきました。〇〇さんにつきましては、現在も規模拡大中でして

問題ないかと思いますが慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして、これからは利用権設定関係になります。５４番、５５番

に関しましては関連性があるため事務局から一括説明したのちに、担当者から一括説明していただ

きたいと思います。 
武田主任 はい。それではまず５４番です。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇さん。

所在〇〇。地番〇〇-〇〇。仮地番〇〇-〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか１１筆。総面積が４５，６

９８㎡。貸借権の設定、賃貸借。利用権設定の始期は、１２月１日から令和１６年１１月３０日ま

での１０年間となっております。賃貸料は５６０，０００円で、反当価格は１４，０００円となっ

ております。５５番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。

地番〇〇-〇〇。仮地番〇〇-〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積が１，２８５㎡。貸借権

の設定、使用貸借。利用権の設定の始期、１２月１日から令和１６年１１月３０日までの１０年間

となっております。賃貸料は無償となっております。以上です。 
会長 ありがとうございました。担当、西村委員。 
西村委員 ただいま事務局から説明のあったとおりでございます。補足しますと〇〇さんが体調を崩され賃

貸が難しいので、今後賃貸をしてもらえる方を探していただきたいとお話しがありました。同じ行

政区内で探しましたが見つからなかったため、行政区は違いますが隣接する農地を耕作されている

〇〇さんにお願いしたところ快く引き受けていただきました。令和２年に基盤整備が終わりこれま

で〇〇さんが転作で小麦を作ってこられましたが、〇〇さんが来年から水稲を作られるそうなので

水活の水張り問題はないかと思います。図面を見ていただきたいのですが、道路沿いの８４０㎡の

田ですが、こちら大きな田から水落としをして水を確保することはできるのですが、畔がなく排水

機能もないと難のある場所であります。〇〇さんの方で畔を作り水張りをするということで、賃貸

料を無償とさせていただきました。排水口に関しましては、畔がついたタイミングで国営推進室の

方でつけてもらえることとなっています。契約期間は、お互いに長い付き合いをということであり

ましたので、１０年とさせていただきました。賃貸料は、大きい方を１４，０００円。問題ないか

と思いますが、慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長代理 会議規則１５条の規定により、〇〇、〇〇の退席を求めます。５６番。 
武田主任 ５６番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇の内〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積が３，５６４㎡。貸借権の設定、賃貸借。利用権の設

定の始期は、１２月１日から令和１６年１１月３０日までの１０年間となっております。賃貸料は

２７，０００円。反当価格は田１４，０００円、畑で７，０００円となっております。以上です。 
会長代理 担当、西村委員。 
西村委員 ただいま事務局の方から説明のあったとおりです。補足しますと、図面〇〇－〇〇の内〇〇緑部

分になりますが、昨年まで〇〇さんが耕作されていましたが、高齢のため耕作をすることが難しい

との話しを受けました。先ほど解約案件でもありましたが、隣接する土地を〇〇さんで賃貸されて
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いましたので、今回その部分も含め新たに契約するものです。問題ないかと思いますが、慎重審議

よろしくお願いいたします。 
会長代理 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長代理 それでは決定いたします。 
会長  続きまして５７番。 
武田主任  ５７番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積が３，６７５㎡。貸借権の設定、賃貸借。利用権設定の始期

は、１２月１日から令和１６年１１月３０日までの１０年間となっております。賃貸料は、５，２

７９円で、反当価格は田８，０００円となっております。以上です。 
会長 担当、私です。所在ですが、〇〇号線に面した〇〇号、〇〇号の間、左に向かって〇〇となりま

す。〇〇さんに聞いたところ、この２箇所については記憶にないほど昔から４０年以上は水田を作

っていないということでした。前者の方が契約満了となりまして契約更新はしないということで、

今回相手方を探し、この周りを耕作している〇〇さんにお願いすることになりました。こちらの単

価設定ですが、畔がない、水張りが困難、排水もない、石も多く転作をしていた農地で、状態が悪

いため、双方話し合いのうえ反当８，０００円とし、期間は１０年間となりました。〇〇さんにお

かれましては、皆さんご存知のとおりお二人の後継者もおりますので何ら問題ないかと思いますけ

ど慎重審議よろしくお願いします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは決定いたします。続きまして５８番。 
武田主任 ここからは、継続案件となりますので、変更点のみお伝えいたします。５８番。賃貸期間 7 年か

ら１０年へ変更。５９番～６１番。変更点なし。６２番。賃貸期間３年から１０年へ変更。６３番。

変更なし。６４番。賃貸期間３年から５年へ変更。６５番。賃貸期間３年から７年へ変更。６６番、

６７番。変更点なし。６８番。賃貸期間３年から５年へ変更。以上です。 
会長  ５８番から６８番まで、皆さんからご意見等ございませんか。それでは決定します。 
会長  この後の６９番、７０番ですが、会議規則１５条の規定により〇〇の退席を求めます。それでは

事務局お願いします。 
武田主任  ６９番、７０番、変更点なしです。以上です。 
会長  こちら決定してよろしいですか。 
各委員 （はいとの声） 
会長  それでは７０番まで決定いたします。 

 
【議案】旧農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による要請について 
会長  続きまして、日程第７議案第４号、旧農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による要請につい

て事務局より説明願います。 
武田主任  はい。それではこちら農用地の買入協議について説明いたします。今月は２件となっております。

番号４番。申出人、〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか３筆。総面積が３９，

２９９㎡。あっせんの申出年月日が、９月３０日となっております。面積が広大であり、あっせん
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での調整がうまくいかなかったため今回公社に買入協議の要請を行うこととなっております。以上

です。 
会長  担当、私です。こちらの案件ですが、〇〇さんとの契約満了に伴い、〇〇さんから売買の申出が

ありました。事務局から説明のあったとおり、あっせん調整がうまくいかなかったためこのような

形となりました。以上です。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長  それでは続けて５番。 
武田主任  番号５番。申出人、〇〇。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「畑」ほか５筆。総面積が１５１，

７５２㎡。あっせんの申出年月日が、１０月７日となっております。面積が広大であり、あっせん

での調整がうまくいかなかったため今回公社に買入協議の要請を行うこととなっております。以上

です。 
会長  ありがとうございます。担当、伴野竜太委員。 
伴野委員  ただいま事務局から説明のあったとおりであります。〇〇さんにおかれましては、今後規模縮小

を考えていまして、今回は約１５町手放すこととなります。問題ないかと思いますが慎重審議よろ

しくお願いします。 
会長 ただいま担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 申出者及び公社へ買入協議を行う旨の通知をされるよう要請します。 

 
【議案】あっせん委員の指名について 
会長  続きまして、日程第８議案第５号、あっせん委員の指名について事務局より説明願います。 
武田主任  はい。それではあっせん申し出のあった案件について、説明いたします。１９番申出人住所〇〇、

氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積２０，２１０㎡。２０番申出人住所

〇〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか２筆。総面積２１，２５６㎡。

２１番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積１９，６２

９㎡。２２番申出人住所〇〇。氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか１２

筆。総面積３１，７２５㎡。２３番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現

況地目「田」。面積１５，０４２㎡。２４番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇
〇。現況地目「畑」ほか２筆。総面積２１，３７８㎡。２５番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在

〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積４，１４２㎡。２６番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。

所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「畑」ほか４筆。総面積２５，１４１㎡。２７番申出人住所〇

〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積４４，６９７㎡。

すべて農振農用地区域内で申し出理由売買です。以上です。 
会長  はい。ありがとうございました。あっせん委員の指名ですが会長一任でよろしいですか。 
各委員  （異議なし） 
会長 それでは指名させていただきます。１９番、伴野代理、伊藤委員、私です。２０番、伴野代理、伊

藤委員、私です。２１番、伴野代理、伊藤委員、野々瀬委員、前田委員。２２番、伴野代理、伊藤委

員、蒔田委員、北山委員。２３番、伴野代理、伊藤委員、私です。２４番、伴野代理、伊藤委員、私
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です。２５番、伴野代理、伊藤委員、蒔田委員。２６番、伴野代理、伊藤委員、蒔田委員、北山委

員。２７番、伴野代理、伊藤委員、前田委員、伴野竜太委員。以上よろしくお願いいたします。 
 
【議案】東神楽町農業振興地域整備計画の変更について 
会長  続きまして、日程第９議案第６号、東神楽町農業振興地域整備計画の変更について事務局より説

明願います。 
武田主任  はい。それでは東神楽町農業振興地域整備計画の変更につきまして、説明いたします。議案第６

号資料と書かれたものになります。産業振興課より農振農用地の編入及び除外の意見照会をいただ

いておりまして、当委員会にて審議し問題なければその旨回答するような形となっております。来

年度の地域計画策定に係りまして地域計画内の農地と農振農用地の農地は同一であるとの話があ

り、現在策定中の地域計画において、地域計画に入れない農地は、農振から除外しますし、地域計

画に入れる農地で、農振に入っていない所は編入するという作業を行った結果、今回、多数の筆に

ついて変更が生じるといったものとなります。産業振興課による職権とういう形で、全体的に見直

しさせていただければと思います。よろしくお願いします。 
会長  事務局から説明ありましたが、なかなか筆数も多く全てを把握するのは難しいですが、産業振興

課及び事務局に任せるということで、支障ないということで回答してよろしいでしょうか。 
各委員  （ありませんとの声） 
会長  それでは、支障ないとして意見を付し、回答します。 

 
【その他】 
会長  続きまして、日程第１０その他についてお願いいたします。 
事務局  ①１２月総会の日程について 

 ②令和６年度地区別農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について 
 ③道外研修等について 

 


